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柏 市 社 会 的 養 護 自 立 支 援 拠 点 事 業 業 務 委 託 に 関す る  

プ ロポ ー ザル 方 式 募集要領  

 

１  当 該 委 託 等 の 目 的 ， 概 要  

(1) 件 名  

  柏 市 社 会 的 養 護 自 立 支 援 拠 点 事 業 業 務 委 託  

(2) プ ロ ポ ー ザ ル の 目 的  

  本 業 務 は ，本 市 の 児 童 相 談 所 開 設 後 に お け る 一 時 保 護 児 や 児

童 養 護 施 設 退 所 者 等 の 社 会 的 自 立 に 向 け ，関 係 機 関 と 連 携 を 図

り な が ら ，居 場 所 を 提 供 し ，自 立 に 向 け た 相 談 支 援 及 び 退 所 後

の ア フ タ ー ケ ア の 充 実 を 図 る と と も に ，個 々 の 状 況 に 応 じ た 個

別 の 継 続 支 援 計 画 を 作 成 し ，対 象 者 が 安 定 し て 自 立 を 図 る こ と

が で き る よ う 支 援 す る こ と を 目 的 と す る 。  

  本 業 務 は ，児 童 福 祉 法 第 ６ 条 の ３ 第 １ ６ 項 に 規 定 す る「 社 会

的 養 護 自 立 支 援 拠 点 事 業 」と し て 取 り 組 む も の で あ り ，よ り 実

践 的 で 具 体 的 な 事 業 運 営 が 可 能 な 事 業 者 を 選 定 す る た め ，公 募

型 プ ロ ポ ー ザ ル を 実 施 す る 。  

(3) 業 務 の 概 要  

  別 紙「 柏 市 社 会 的 養 護 自 立 支 援 拠 点 事 業 業 務 委 託 仕 様 書 」の

と お り 。  

  な お ，業 務 内 容 に 記 載 は な い 事 項 等 に つ い て ，企 画 提 案 に 本

業 務 に 記 載 は な い 事 項 等 に つ い て ，企 画 提 案 に 本 業 務 に 有 効 な

内 容 が あ っ た 場 合 に は ，契 約 締 結 時 に お い て 仕 様 書 に 反 映 さ せ

る も の と す る 。た だ し ，そ の こ と に よ っ て ，参 加 申 込 時 に 提 示

さ れ た 請 負 金 額 が 変 更 さ れ る こ と は な い 。  

(4) 業 務 履 行 予 定 期 間  

 令 和 ８ 年 １ １ 月 １ 日 ～ 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日  

(5) 予 定 金 額 （ 上 限 金 額 ）  

 ７ ３ ， ９ ８ ５ ， ０ ０ ０ 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 む ）  

※ 本 事 業 は ， 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ４ ５ 号 ） 第 ２ 条 第

３ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 第 二 種 社 会 福 祉 事 業 で あ る た め ， 消 費

税 法 （ 昭 和 ６ ３ 年 法 律 第 １ ０ ８ 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 に よ り 非 課 税

と な る 。  
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な お ， 本 案 件 に つ い て は ， 令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 １ ０ 年 度 ま で

の 債 務 負 担 行 為 を 設 定 し て お り ， 年 度 ご と の 金 額 内 訳 は 次 の と

お り 。  

【 年 度 別 内 訳 】  

年 度  金 額  

令 和  ８ 年 度  １ ６ ， ０ ６ ５ ， ０ ０ ０ 円  

令 和  ９ 年 度  ２ ８ ， ９ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円  

令 和 １ ０ 年 度  ２ ８ ， ９ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円  

 

２  参 加 資 格  

参 加 資 格 を 有 す る 者 は ，公 募 日 か ら 契 約 締 結 の 日 ま で に お い て ，

次 の 要 件 の 全 て を 満 た す 者 と す る 。  

(1) 他 自 治 体 が 発 注 し た 同 業 務 及 び ア フ タ ー ケ ア 事 業 に つ い て ，

元 請 と し て 履 行 中 を 含 め て 業 務 の 実 績 が あ る 法 人 で あ る こ と 。 

(2) 地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ）第 １ ６ ７ 条 の

４ の 規 定 に 該 当 し な い こ と 。  

(3) 会 社 更 生 法（ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ）に 基 づ く 更 生 の 手

続 き 又 は 民 事 再 生 法（ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ）に 基 づ く 再

生 の 手 続 き の 申 立 て が な さ れ て い る 者 に 該 当 し な い こ と 。  

(4) 柏 市 建 設 工 事 請 負 業 者 等 指 名 停 止 要 領（ 昭 和 ６ ２ 年 ４ 月 １ 日

制 定 ）に 基 づ く 指 名 停 止 又 は 柏 市 入 札 契 約 暴 力 団 対 策 措 置 要 領

（ 平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 １ ８ 日 制 定 ）に 基 づ く 指 名 排 除 を 受 け て い

な い こ と 。  

(5) 納 税 義 務 が あ る 場 合 は 必 要 な 申 告 な ど を し て い る こ と ，及 び

そ の 場 合 に お い て 主 た る 事 業 所 を 有 す る 所 在 地 に 係 る 地 方 税 ，

法 人 税 ， 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

( 6 )  電 子 交 換 所 に よ る 取 引 停 止 処 分 を 受 け て か ら ２ 年 を 経 過 し

な い 者 ま た は 公 募 日 前 ６ ヶ 月 以 内 に 手 形 も し く は 小 切 手 を 不

渡 り に し た 者 に 該 当 し な い こ と 。   
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３  全体スケ ジュ ール  

内 容  期 日  

公募 開始  令 和 ８ 年 １ 月 ２ ７ 日 （ 火 ）  

参加 意思表明書受 付締 切  令 和 ８ 年 ２ 月 １ ８ 日 （ 水 ）  

質疑 書の 締切  令 和 ８ 年 ２ 月 １ ８ 日 （ 水 ）  

参加資格要件確認結果通知  令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ５ 日 （ 水 ）  

質疑 書に 対す る回 答  令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ５ 日 （ 水 ）  

提案 書等 の提 出締 切  令 和 ８ 年 ３ 月 １ １ 日 （ 水 ）  

プレゼンテーション審査  令 和 ８ 年 ３ 月 １ ９ 日 （ 木 ）  

審査結果 通知  令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ３ 日 （ 月 ）  

契約日（予定）  令 和 ８ 年 ３ 月 中  

※ ス ケ ジ ュ ー ル は 状 況 に よ り 変 更 す る 場 合 が あ る 。 こ の 場 合 は ，

参 加 意 思 表 明 書 に 記 載 さ れ た メ ー ル ア ド レ ス ま た は Ｆ Ａ Ｘ に

よ り 連 絡 す る 。  

 

４  参 加 意 思 表 明 に つ い て  

(1) 提 出 期 限  

 令 和 ８ 年 ２ 月 １ ８ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で  

(2) 提 出 書 類  

ア  参 加 意 思 表 明 書 （ 様 式 １ ）  

イ  暴 力 団 排 除 に 係 る 誓 約 書 （ 様 式 ２ ）  

ウ  事 業 所 概 要 書 （ 様 式 任 意 ）  

事 業 所 案 内 （ パ ン フ レ ッ ト ） に よ る 代 替 で も 可 と す る 。 た

だ し ， 以 下 の 項 目 が 記 載 さ れ た も の と す る 。  

【 事 業 所 名 ， 設 立 年 月 ， 資 本 金 ， 本 社 所 在 地 ， 社 員 数 ， 業 務

内 容 】  

エ  同 業 務 経 歴 書 （ 様 式 ３ ）  

２ (1)の 業 務 実 績 を 証 す る 契 約 書 等 の 写 し を 添 付 す る こ と 。 

オ  ２ (5)を 確 認 で き る 書 類 （ 納 税 証 明 書 等 ）  

(3) 提 出 先  

 こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー  

 （ 柏 市 柏 下 ６ ５ － １ ウ ェ ル ネ ス 柏 ３ 階 ）  

 (4) 提 出 方 法  
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ア  電 子 メ ー ル に 提 出 書 類 ア ～ オ を 添 付 の う え ， 次 の メ ー ル ア

ド レ ス 宛 に 送 信 す る こ と 。  

  メ ー ル ア ド レ ス ： propo-kdmsh@city.kashiwa.chiba.jp  

イ  メ ー ル の 件 名 は 「 【 社 会 的 養 護 自 立 支 援 拠 点 事 業 】 プ ロ ポ

ー ザ ル 参 加 意 思 表 明 書 等 の 提 出 に つ い て （ 会 社 名 ） 」 と す る

こ と 。  

ウ  提 出 書 類 の う ち 様 式 １ 及 び ２ に は 押 印 の う え ， ス キ ャ ナ 等

を 使 用 し Ｐ Ｄ Ｆ 形 式 （ 白 黒 で も 可 ） に 変 換 す る こ と 。  

エ  提 出 し た 際 は ， 事 務 局 （ ０ ４ － ７ １ ２ ８ － ５ ２ ９ ０ ） に 電

話 し 到 着 確 認 を す る こ と 。  

オ  提 出 書 類 の う ち ， 様 式 １ 及 び ２ の 原 本 は ， メ ー ル に よ る 提

出 後 令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ４ 日 （ 火 ） ま で に 郵 送 す る こ と  

  郵 送 先 ： 〒 277-0004 千 葉 県 柏 市 柏 下 ６ ５ － １  

     ウ ェ ル ネ ス 柏 ３ 階  

     柏 市 こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー  開 設 準 備 担 当  

(5) 参 加 資 格 の 可 否  

上 記 に よ り 提 出 を 受 け た 書 類 に 基 づ き 参 加 資 格 要 件 の 確 認 を

行 い ， 参 加 意 思 表 明 を し た 全 て の も の に 対 し て ， 令 和 ８ 年 ２ 月

２ ５ 日 （ 水 ） ま で に 参 加 決 定 の 確 認 結 果 に つ い て ， 参 加 意 思 表

明 書 に 記 載 さ れ た 電 子 メ ー ル ア ド レ ス 宛 に 連 絡 す る 。  

 

５  質 疑 及 び 回 答 に つ い て  

内 容 等 に 不 明 な 点 が あ る 場 合 は ， 次 の と お り 質 疑 書 （ 様 式 ４ ）

に よ り 受 付 回 答 を 行 う 。電 話 や 窓 口 訪 問 に よ る 口 頭 で の 質 疑 は 受

け 付 け な い 。  

 (1) 質 疑 方 法  

ア  質 疑 書（ 様 式 ４ ）を 電 子 メ ー ル で 事 務 局 あ て に 送 付 す る こ

と 。  

イ  メ ー ル の 件 名 は「【 社 会 的 養 護 自 立 支 援 拠 点 事 業 】プ ロ ポ

ー ザ ル に 関 す る 質 疑 に つ い て （ 会 社 名 ） 」 と す る こ と 。  

 メ ー ル ア ド レ ス ： propo-kdmsh@city.kashiwa.chiba.jp  

ウ  送 付 し た 際 は ，事 務 局（ ０ ４ － ７ １ ２ ８ － ５ ２ ９ ０ ）に 電

話 し 到 着 確 認 を す る こ と 。  
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エ  評 価 等 に 影 響 を お よ ぼ す お そ れ が あ る 質 問 （ 参 加 業 者 数 ・

参 加 業 者 名 ・ 選 定 委 員 等 ）  に つ い て の 質 問 は 受 け 付 け な い  

(2) 質 疑 期 限  

 令 和 ８ 年 ２ 月 １ ８ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で  

(3) 回 答 方 法  

 令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ５ 日（ 水 ）ま で に ，参 加 の 意 思 を 表 明 し た 全

て の 者 （ 辞 退 し た 者 は 除 く ） に 対 し て 質 疑 と そ の 回 答 を 電 子 メ

ー ル に よ り 随 時 連 絡 す る 。  

 

６  辞 退 に つ い て  

 ア  参 加 意 思 表 明 書 の 提 出 後 ，本 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 を 辞 退 す る 時

は ，辞 退 届（ 様 式 ５ ）を 令 和 ８ 年 ３ 月 １ １ 日（ 水 ）ま で に 電 子

メ ー ル に 添 付 の 上 提 出（ 送 信 ）す る こ と 。ま た ，メ ー ル に よ る

提 出 後 ，原 本（ 紙 ）を 令 和 ８ 年 ３ 月 １ ６ 日（ 月 ）ま で に 郵 送 す

る こ と 。な お ，本 市 に メ ー ル が 到 着 し た 場 合 に お い て ，参 加 の

辞 退 は 撤 回 す る こ と が で き な い 。  

 ※ 辞 退 し た 場 合 も 今 後 の 入 札 等 に お い て 不 利 な 扱 い を す る こ と

は な い 。  

 イ  メ ー ル の 件 名 は「【 社 会 的 養 護 自 立 支 援 拠 点 事 業 】プ ロ ポ ー

ザ ル 辞 退 届 の 提 出 に つ い て （ 会 社 名 ） 」 と す る こ と 。  

 メ ー ル ア ド レ ス ： propo-kdmsh@city.kashiwa.chiba.j p 

ウ  郵 送 先 ： 〒 277-0004 千 葉 県 柏 市 柏 下 ６ ５ － １  

     ウ ェ ル ネ ス 柏 ３ 階  

     柏 市 こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー  開 設 準 備 担 当  

 

７  提 案 書 等 の 提 出 に つ い て  

 (1) 提 出 期 限  

令 和 ８ 年 ３ 月 １ １ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で  

(2) 提 出 書 類  

ア  提 案 書 表 紙 （ 様 式 ６ ）  

イ  提 案 書 （ 様 式 任 意 で ， 以 下 ， ８  提 案 書 の 内 容 の と お り ）  

ウ  業 務 実 施 体 制 表 （ 様 式 ７ ）  

エ  見 積 書 及 び 内 訳 書 （ 様 式 任 意  税 抜 き 価 格 表 記 ）  
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 ※ 代 表 者 印 ま た は 受 任 者 印 を 押 印 の う え 提 出 す る こ と  

 ※ ３ 年 間 の 総 額 と 各 年 度 の 内 訳 を 記 載 す る こ と  

 ※ 本 要 領 １ (5)に 記 載 の 予 定 金 額（ 上 限 金 額 ）を 超 え な い こ と  

(3) 提 出 先  

柏 市 こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー  開 設 準 備 担 当  

（ 千 葉 県 柏 市 柏 下 ６ ５ － １  ウ ェ ル ネ ス 柏 ３ 階 ）  

 (4) 提 出 方 法  

ア  持 参 の 場 合  

 柏 市 こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー  開 設 準 備 担 当 窓 口  

（ 千 葉 県 柏 市 柏 下 ６ ５ － １  ウ ェ ル ネ ス 柏 ３ 階 ）  

持 参 の 場 合 は ，日 曜 日 ，土 曜 日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ）に 規 定 す る 休 日 以 外 の 日 の 午

前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で と す る 。  

イ  郵 送 先  

〒 277-0004 千 葉 県 柏 市 柏 下 ６ ５ － １  ウ ェ ル ネ ス 柏 ３ 階  

柏 市 こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー  開 設 準 備 担 当  

郵 送 の 場 合 は ，書 留 等 送 達 記 録 が 残 る 方 法 に て 提 出 す る こ と 。 

ウ  送 付 し た 際 は ，事 務 局（ ０ ４ － ７ １ ２ ８ － ５ ２ ９ ０ ）に 電

話 す る こ と 。  

エ  持 参 ，郵 送 に 関 わ ら ず ，提 案 書 の 電 子 デ ー タ を 令 和 ８ 年 ３

月 １ １ 日（ 水 ）ま で に 次 の メ ー ル ア ド レ ス 宛 に 送 信 す る こ と 。 

メ ー ル ア ド レ ス ： propo-kdmsh@city.kashiwa.chiba.jp  

(5) 部 数  

Ａ ４ フ ラ ッ ト フ ァ イ ル に 綴 り 次 の 部 数 を 提 出 す る こ と 。  

正 本 １ 部 及 び 副 本 ６ 部 （ 副 本 は 複 写 可 ）  計 ７ 部  

(6) そ の 他  

   参 加 意 思 表 明 書 を 提 出 後 ，提 出 期 限 ま で に 提 案 書 等 の 提 出 が

な い 場 合 は ， 参 加 を 辞 退 し た も の と み な す 。  

 

８  提 案 書 の 内 容 に つ い て  

 提 案 書 の 作 成 に あ た っ て は ，以 下 の 項 目 に つ い て 記 載 し ，２ ０  

分 以 内 で 説 明 で き る 内 容 と し ，イ ラ ス ト ・絵 ・写 真 な ど を 使 用 し  

て も 構 い ま せ ん 。  
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関 連 内 容  題 目 ・ 提 案  

 (1)社 会 的 養 護 を 取 り 巻 く 状 況 と 千 葉 県 の 児 童 相 談

所 の 現 状 等 を 踏 ま え ，基 礎 自 治 体 で あ る 本 市 に お け

る 本 件 業 務 の 実 施 に あ た っ て の 基 本 的 な 考 え 方  

仕 様 書  

１ １ (1) 

(2)開 設 に 向 け た 人 材 育 成 ， 運 営 体 制 ， 準 備 作 業 ，

ス ケ ジ ュ ー ル に 関 す る 提 案  

仕 様 書  

１ １ (2) 

(3)一 時 保 護 を 解 除 さ れ た 児 童 （ 家 庭 復 帰 や 施 設 入

所 等 に 関 わ ら ず ）と の 関 係 性 構 築 や 相 談 支 援 に 関 す

る 提 案  

仕 様 書  

１ １ (2) 

(4)施 設 入 所 中 の 児 童 と の 関 係 性 構 築 や 相 談 支 援 に

関 す る 提 案  

仕 様 書  

１ １ (2) 

(5)施 設 等 を 退 所 等 し た 児 童 や 若 者 と の 関 係 性 構 築

や 相 談 支 援 に 関 す る 提 案  

仕 様 書  

１ １ (2) 

(6)居 場 所 内 の 整 備 に 関 す る 提 案 及 び 居 場 所 の 運 営

や 取 組 関 す る 提 案  

仕 様 書  

１ １ (2) 

(7)関 係 機 関 と の 連 携 や 支 援 へ の つ な ぎ に 関 す る 提

案  

 (8)上 記 に 掲 げ る 事 項 の ほ か ， こ れ ま で の 経 験 や 実

績 等 を 踏 ま え た 独 自 の 提 案  

上 記 の ほ か ，「 別 紙 １  審 査 基 準 」の 内 容 を 参 考 に 記 載 す る こ と 。 

  

９  審 査 方 法 及 び 選 定 方 法  

 (1) 審 査 方 法  

   最 優 秀 提 案 者 の 審 査 は ， 柏 市 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 選 定 委 員 会

（ 柏 市 社 会 的 養 護 自 立 支 援 拠 点 事 業 業 務 委 託 ）（ 以 下 ，「 選 定 委

員 会 」と い う 。）に お け る 書 類 審 査 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 審 査

に よ る も の と す る 。  

 (2) 選 定 方 法  

   本 事 業 に 係 る 審 査 評 価 基 準 に 基 づ き 選 定 委 員 会 が 評 価 を 行

い ， 各 委 員 の 評 点 数 の 合 計 が 最 も 高 い 提 案 者 を 最 優 秀 提 案 者 と

し て 選 定 す る 。 な お ， ２ 者 以 上 が 同 一 評 価 で 最 高 位 に な っ た 場

合 は ， 選 定 委 員 会 の 協 議 に よ り 選 定 す る 。 提 案 者 が １ 者 の み の
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場 合 も 審 査 を 実 施 す る 。  

(3) 日 時  

 令 和 ８ 年 ３ 月 １ ９ 日 （ 木 ） 予 定  

 参 加 者 の 実 施 時 刻 に つ い て は ， 別 途 通 知 す る 。  

(4) 開 催 場 所  

 ウ ェ ル ネ ス 柏  

(5) 実施 時間  

 ４ ０ 分以 内と する （ 目安：説明２０分＋質疑２０分程度）  

(6) 人 数 及 び 説 明 者  

契 約 し た 際 の 責 任 者 を 含 め ３ 名 以 内 と す る 。  

(7) そ の 他  

ア  プ ロ ジ ェ ク タ ー を 使 用 す る 場 合 は ， 提 案 書 の 提 出 時 に 申 し

出 る こ と 。 ま た ， 使 用 す る 機 材 等 の う ち ， ス ク リ ー ン 及 び プ

ロ ジ ェ ク タ ー 以 外 の 物 品 に つ い て は ， 提 案 者 の 負担 にお い て

用 意す るこ と。  

イ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン で の 追 加 資 料 の 配 布 や 提 案 資 料 に 記 載

の な い 新 た な 提 案 等 に つ い て は 認 め な い 。  

 

１ ０  審 査 結 果  

(1) 結 果 通 知  

審 査 結 果 は ， 参 加 者 に 対 し ， 書 面 に て 通 知 す る 。 審 査 内 容 及

び 審 査 結 果 に 対 す る 異 議 は 認 め な い 。  

(2) 結 果 公 表  

審査結果は，市ホームページに公表する。  

 

１ １  契 約 手 続 き  

      選 考 し た 委 託 候 補 者 と 市 が 協 議 の 上 ， 仕 様 書 の 内 容 を 確 定  

  し ， 契 約 を 締 結 す る 。  

   な お ， 仕 様 書 の 内 容 は ， 委 託 候 補 者 の 提 案 を 基 本 と す る

が ， 本 業 務 に 係 る 法 令 や 国 の ガ イ ド ラ イ ン 等 へ の 対 応 の ほ か

本 事 業 を 効 果 的 ・ 効 率 的 に 実 施 す る た め に 変 更 協 議 を 求 め る

こ と が あ る 。  

  ま た ，選 考 し た 委 託 候 補 者 と 市 と の 間 で 仕 様 書 の 内 容 に つ い
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て 協 議 が 整 わ な い 場 合 は ，選 考 結 果 に お い て 総 合 評 価 が 次 に 高

い 応 募 者 と 協 議 を 行 う 場 合 が あ る 。  

 

１ ２  そ の 他  

(1) 本 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 係 る 費 用 に つ い て は ，全 て 提 案 者 の 負

担 と す る 。  

( 2 )  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 資 格 の な い 者 が 行 っ た 提 案 又 は 提 案

書 及 び 添 付 資 料 に 虚 偽 の 記 載 を 行 っ た 者 の 提 案 は 無 効 と す る 。 

(3) 提 案 書 は ，本 プ ロ ポ ー ザ ル 以 外 で は 使 用 す る こ と は な い 。た

だ し ，柏 市 情 報 公 開 条 例（ 平 成 １ ２ 年 柏 市 条 例 第 ４ 号 ）に 基 づ

く 開 示 請 求 が あ っ た 場 合 に は ，提 案 書 等 の 提 出 書 類 が 開 示 の 対

象 と な る 。  

(4) 受 託 者 は ， 主 た る 業 務 を 第 三 者 に 再 委 託 し て は な ら な い 。  

(5) 提 出 書 類 に つ い て ，持 参 以 外 の 方 法 に よ る 場 合 の 不 達 及 び 遅

配 を 原 因 と す る 不 利 益 が 生 じ て も ，本 市 は そ の 責 任 を 負 わ な い 。

配 達 記 録 郵 便 の 利 用 又 は 電 話 若 し く は 電 子 メ ー ル な ど に よ り

着 信 確 認 を 行 う な ど の 対 策 を 講 じ る こ と 。  

(6) 提 出 書 類 は 返 却 し な い 。  

(7) 各 提 出 書 類 や プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に お け る 説 明 の 内 容 に つ い

て ， 以 下 の 事 由 が 判 明 し た 場 合 は ， 失 格 と す る 。  

ア  虚 偽 又 は 不 正 行 為 が あ っ た 場 合  

イ  そ の 他 選 定 委 員 会 が 不 適 切 と 認 め る 行 為 ・ 内 容 の 記 載 が  

  あ っ た 場 合  

ウ  見 積 金 額 が 本 要 領 １ (5)予 定 金 額（ 上 限 金 額 ）を 上 回 っ て い

る と き 。  

エ  異 な る 提 案 を 複 数 提 案 し た と き 。  

 

１ ３  契 約 担 当 部 署  

(1) 担 当 部 署  

 柏 市 こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー  

(2) 連 絡 先  

 〒 ２ ７ ７ － ０ ０ ０ ４  柏 市 柏 下 ６ ５ － １ ウ ェ ル ネ ス 柏 内  

   電  話  ： ０ ４ － ７ １ ２ ８ － ５ ２ ９ ０ （ 直 通 ）  
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   Ｆ Ａ Ｘ  ： ０ ４ － ７ １ ６ ２ － １ ０ ７ ７  

   メ ー ル  ： propo-kdmsh@city.kashiwa.chiba.jp  


